
３．令和８年度　市・県民税の申告相談日程表
相 談 日

地 区
対　象　地　区

会　場
日　付 曜日 午　　前 午　　後

２月３日 火
干布

上荻野戸、下荻野戸 奈良沢乙、干布
干布公民館

２月４日 水 原町甲 奈良沢、奈良沢甲
原町、原町乙

２月５日 木
津山

山元 鎌田本町１～３丁目、鍬ノ町１・２丁目、
東善寺、鎌田１・２丁目

津山公民館
２月６日 金 貫津

２月９日 月
山口

下山口 原崎、渡戸、荒井原、
谷地中

山口公民館
２月１０日 火 川原子、道満 中山口、上山口、

二子沢、小原

２月１０日 火 田麦野 田麦野 市立高原の里
交流施設ぽんぽこ

２月１２日 木
成生

大清水、大町 今町、小関１・２丁目
成生公民館

２月１３日 金 成生 大字小関、高木

２月１６日 月
蔵増

矢野目 塚野目、塚野目甲、
高野辺、窪野目

蔵増公民館
２月１７日 火 蔵増、蔵増甲 蔵増乙、蔵増南

２月１８日 水 寺津 寺津 藤内新田 寺津公民館

２月１９日 木
高擶

高擶北 高擶南
高擶公民館

２月２０日 金 高擶、清池、芳賀、
芳賀タウン南１～６丁目 長岡

２月２４日 火 荒谷 上荒谷、荒谷上下、内条 荒谷原、八千代台 荒谷公民館

２月２５日 水
長岡

中里１～5丁目 長岡北１～４丁目
長岡公民館

２月２６日 木 中里６・７丁目、
東長岡１～４丁目

東芳賀１～３丁目、
清池東１・２丁目、石鳥居１・２丁目

相 談 日
地 区

対　象　地　区
会　場

日　付 曜日 午　　前 午　　後

２月２７日 金

天童

駅西１～５丁目 田鶴町１～４丁目

市役所
１階会議室

３月２日 月 東久野本１・２丁目、
仲町１丁目

東久野本３丁目、
五日町１・２丁目

３月３日 火 南小畑１～６丁目 南町１～３丁目、桜町

３月４日 水 乱川１～３丁目 乱川４丁目、大字乱川

３月５日 木 老野森１・２丁目、
東本町１丁目

老野森３丁目、
東本町２・３丁目

３月６日 金 柏木町１～３丁目 交り江１・２丁目、
糠塚１～３丁目

３月９日 月
小路１・２丁目、天童中１～３丁目、

芳賀タウン北１～６丁目、
三日町１・２丁目

交り江３～５丁目

３月１０日 火 北久野本１・２丁目、
一日町１丁目 北久野本３丁目

３月１１日 水 久野本１・２丁目 久野本３丁目

３月１２日 木 久野本４丁目、泉町１・２丁目、
一日町２～４丁目 北目１～４丁目

３月１３日 金 北久野本４・５丁目、
大字天童

本町１・２丁目、
大字老野森、大字久野本

３月１６日 月 予備日

受付時間
【公民館】午前９：００～１１：００　午後１：００～３：００
　　　　　 ※公民館会場の受付時間を変更しました。
　　　　　 ※田麦野地区は午前９：３０から受付開始です。
【市役所】午前９：００～１１：００　午後１：００～４：００

申告相談
について

申告時の混雑を避けるため、対象地区に該当する相談日・
会場等にお越しください。
※‌�対象地区の申告相談日にどうしても来られないときは、他の会場にお越しください。
※‌�申告相談期間中は、税務課窓口にお越しいただいても、担当が留守になり、
相談に応じることができません。

※上記対象地区に該当しない場合は、お住まいの地区の会場へお越しください。




